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工事監査結果報告 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の基準 

   この監査は、成田市監査基準に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査 

（工事監査） 

 

３ 監査の対象 

工 事 名 成田市学校給食センター建設工事 

請 負 金 額 １，０２７，０７０，０００円（消費税含む） 

担 当 課 教育部 学校給食センター 

目 的 及 び 

効 果 

本事業は、現在の給食センターの老朽化による施設更

新の機会を契機に、市内すべての小中学校について、

より子どもにとって望ましい自校方式に準ずる特徴を

もつ親子方式に移行するべく、①食物アレルギーへの

対応、②あたたかい給食の提供、③食育の推進を掲

げ、給食センターを整備しようとするものである。 

 

４ 監査の実施場所及び日程 

  実施場所 成田市役所本庁舎３階第二応接室及び当該工事現場 

期  日 令和７年１１月１１日（火） 

 

５ 監査の方法 

監査の対象とした工事について、設計、施工などが適正に行われて

いるかどうかを主眼として、専門的知識を必要とする技術調査を公益

社団法人大阪技術振興協会に外部委託し監査を実施した。 

監査に当たっては、関係職員、施工業者の出席のもと、関係書類の

調査や質疑応答、工事現場の実地調査を行った。 

 

第２ 監査の結果 

監査の対象とした工事に係る設計図書、施工管理などの書類及び現

場の工程管理や安全管理等については、おおむね適正に執行されてい

ると認められた。今後の工期においても可能な限り品質や性能の向上



を目指すとともに、安全管理及び工事監理を徹底し、今回の監査結果

を踏まえ、より良い施設の整備を図られたい。 

 


